
吉

田

幼

稚

園

　

平
成
31
年
４
月
入
園
児（
３
年

保
育
・
２
年
保
育
）
を
募
集
し
ま

す
。

対
象　

３
歳
児
（
３
年
保
育
）
35

　

人
／
平
成
27
年
４
月
２
日
～
28

　

年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
児

　

４
歳
児
（
２
年
保
育
）
18
人
／
平

　

成
26
年
４
月
２
日
～
27
年
４
月

　

１
日
生
ま
れ
の
児

申
込
書　

11
月
１
日（
木
）か
ら
吉

　

田
幼
稚
園
、
指
導
課（
市
役
所

　

第
二
庁
舎
２
階
）
の
ほ
か
、
市

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
取
得
で
き

　

ま
す
。

受
付　

11
月
７
日（
水
）
～
９
日

　

（
金
）午
前
９
時
～
午
後
５
時
に

　

吉
田
幼
稚
園
ま
た
は
指
導
課
へ

　

提
出

問
合
せ　

吉
田
幼
稚
園
☎
・


　

（
48
）１
０
８
２

　保育所（園）名／所在 電話（予約）

第一保育所／大字幸手 2265 ☎(42)2220

第二保育所／吉野 450-9 ☎(42)2555

第三保育所／円藤内 113 ☎(43)4731

てんじん保育園／天神島 270-1 ☎(42)2412

幸手きららの杜保育園／松石 495-3 ☎(48)5230

( 仮 ) エール保育園 (開園予定 ) ／上吉羽 778-1 ☎(42)2412
※てんじん保育園

トット保育園／天神島 254-1 ☎(53)6287

　吉田幼稚園の今後の方向性につきましては、教育委員会において
教育審議会を設置し検討したところ「廃止が妥当」との結果に至り
ました。その結果を踏まえ、市長部局において検討し「平成 34 年 3
月末で廃止」とする旨の決定をしました。
　そのため 9 月の市議会定例会に吉田幼稚園を廃止する議案を提出
し審議を求めました。その結果に応じて、本年度の入園児の募集が
最後となりますので、入園を希望される保護者の皆さまにはご留意
とご理解をお願いいたします。
　なお、本年度の募集で入園された園児のみなさんが卒園する平成
34 年 3 月末までは、吉田幼稚園は継続して運営いたします。

問合せ　政策課☎ (43)1111　内線 242

吉田幼稚園の

今後の方向性について

市
内
保
育
所
（
園
）

　

平
成
31
年
４
月
入
所
（
園
）
児
を

募
集
し
ま
す
。

対
象　

平
成
31
年
４
月
２
日
時
点

　

で
生
後
６
か
月
か
ら
小
学
校
就

　

学
前
ま
で
の
乳
幼
児
で
、
保
護

※
11
月
30
日
（
金
）
ま
で
に
、
希
望

　

す
る
保
育
所
（
園
）に
事
前
予
約

　

の
上
、
見
学
し
て
く
だ
さ
い
。

※
見
学
時
に
簡
単
な
面
談
を
行
う

　

た
め
、
必
ず
乳
幼
児
を
同
伴
し

　

て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

子
育
て
総
合
窓
口（
ウ
ェ　

　

ル
ス
幸
手
内
）☎（
42
）
８
４
５

　

７
・

（
42
）２
１
３
０

　

者
が
労
働
な
ど
の
理
由
に

　

よ
り
、
家
庭
で
保
育
を
受

　

け
る
こ
と
が
で
き
な
い
乳

　

幼
児

申
込
書　

10
月
15
日（
月
）か
ら

　

子
育
て
総
合
窓
口
（
ウ
ェ
ル

　

ス
幸
手
内
）
、
各
保
育
所
（
園
）

　

の
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

　

ジ
（h

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
c
i
t
y
.

　
s
a
t
t
e
.
l
g
.
j
p
/

）
で
も
取

　

得
で
き
ま
す
。

受
付　

12
月
10
日
（
月
）
～
15

　

日
（
土
）
に
子
育
て
総
合
窓

　

口
へ
提
出

※
15
日
（
土
）
は
窓
口
を
開
庁

　

し
、
申
込
書
受
付
け
の
み

　

行
い
ま
す
。

小・中学校のトイレを大規模改修
　夏休み期間を利用して、八代小学校・さくら

小学校・東中学校・西中学校の校舎内トイレお

よび屋外トイレを全面的に改修し、便器の洋式

化を図りました。

　児童・生徒はきれいで明るくなったトイレに

驚き、喜んで使用しています。

みんなのトイレです　きれいに使ってくださいね。
問合せ　総務課☎ (43)1111 内線 623

➡ ＝

和式便器（改修前）　 洋式便器（改修後） 改修後の全体写真

（14）（15）

え
を
行
っ
て
い
ま
す
。

早

め

に

ご

相

談

を

　

市
で
は
、
悪
質
な
滞
納
者
に
対

す
る
差
押
え
を
強
化
し
、
滞
納
の

解
消
に
向
け
積
極
的
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

　

差
押
え
や
差
し
押
え
た
不
動
産

の
公
売
な
ど
の
滞
納
処
分
を
受
け

な
い
よ
う
、
早
め
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

　

ま
た
、
平
日
に
都
合
が
付
か
な

い
場
合
は
、
休
日
納
税
相
談
や
夜

間
納
税
相
談
も
行
っ
て
い
ま
す
の

で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

安

全

で

便

利

な

口

座

振

替

を

　

市
税
の
納
付
方
法
を
口
座
振
替

に
し
て
お
け
ば
、
納
付
の
し
忘
れ

を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

口
座
振
替
は
、
各
金
融
機
関
窓

口
も
し
く
は
ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替

受
付
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
市
役

所
窓
口
な
ど
で
申
請
で
き
ま
す
。

▼
金
融
機
関
窓
口
で
の
申
込
み

 

口
座
振
替
依
頼
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、
印
鑑
、
預
貯
金
通
帳
、

納
税
通
知
書
を
持
参
の
上
、
各
口

座
振
替
取
扱
金
融
機
関
で
手
続
き

を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替
受
付

サ
ー
ビ
ス
に
よ
る
申
込
み

　

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド（
要
暗
証

番
号
）
、
本
人
確
認
で
き
る
も
の

（
運
転
免
許
証
な
ど
）
を
持
参
の

上
、
市
役
所（
納
税
課
・
保
険
年

金
課
）ま
た
は
ウ
ェ
ル
ス
幸
手（
介

滞
納
整
理

　

強
化
期
間

る
県
内
63
市
町
村
と
埼
玉
県
で
は

「
滞
納
整
理
強
化
期
間
」を
10
月
～

12
月
に
設
定
し
、「
ス
ト
ッ
プ
！

滞
納
」
を
合
言
葉
に
徴
収
対
策
を

進
め
て
い
き
ま
す
。

　
市
で
は
、
悪
質
な
滞
納
者
に
対

す
る
差
押
え
の
強
化
な
ど
、
滞
納

の
解
消
に
向
け
た
取
組
み
を
積
極

的
に
行
っ
て
い
ま
す
。

　
引
き
続
き
、納
期
限
内
の
納
付
・

早
期
納
付
に
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

税
を
「
滞
納
」
す
る
と

　

定
め
ら
れ
た
納
期
限
内
に
税
金

を
納
め
な
い
こ
と
を
「
滞
納
」と
い

い
ま
す
。

　

市
で
は
、
滞
納
者
に
督
促
状
や

催
告
書
な
ど
を
発
送
し
、
速
や
か

な
納
付
を
お
願
い
し
て
い
ま
す

が
、
そ
の
後
も
納
付
さ
れ
な
い
場

合
に
は
、法
律
に
基
づ
き
預
貯
金
、

生
命
保
険
、
給
与
、
年
金
、
売
掛

金
な
ど
の
債
権
や
不
動
産
の
差
押

護
福
祉
課
）
で
手
続
き
を
お
願
い

し
ま
す
。

※
口
座
振
替
依
頼
書
は
、
納
税
通

知
書
最
終
ペ
ー
ジ
に
添
付
の
ほ

か
、
市
内
金
融
機
関
、
納
税
課

窓
口
、
介
護
福
祉
課
窓
口
で
も

配
布
し
て
い
ま
す
。

※
各
税
目
の
納
期
限
日
に
指
定
口

座
か
ら
引
き
落
と
し
ま
す
。

※
通
帳
記
帳
時
に
、
税
額
と
相
違

な
い
か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
口
座
振
替
取
扱
金
融
機
関

　

つ
ぎ
の
金
融
機
関
の
各
本
・
支

店
で
、
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

問
合
せ　

納
税
課
☎（
43
）１
１
１

　

１
内
線
１
５
２
・
（
43
）
１
１

　

２
５

口座振替取扱金融機関

 みずほ銀行  栃木銀行

 三菱ＵＦＪ銀行  埼玉縣信用金庫

 三井住友銀行  川口信用金庫

 りそな銀行  埼玉みずほ農協※

 埼玉りそな銀行  ゆうちょ銀行

 武蔵野銀行

※埼玉みずほ農協では、ペイジー口座振
替受付サービスが利用できません。

　▼平成 29 年度
　　　　　差押件数

預 貯 金 61 件

生 命 保 険 38 件

給 与 61 件

年 金 20 件

売 掛 金 19 件

不 動 産 21 件

そ の ほ か 5 件

合計 225 件

ストップ！滞納

県　税 市　税

滞納整理強化期間
平成 30 年 10 月～平成 30 年 12 月

　
市
税
・
国
民
健
康
保
険
税
は
、

私
た
ち
が
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い

く
た
め
の
貴
重
な
財
源
で
あ
り
、

定
め
ら
れ
た
期
限（
納
期
限
）ま
で

に
、
自
主
的
に
納
め
て
い
た
だ
く

も
の
で
す
。

　
多
く
の
み
な
さ
ん
に
は
、
納
期

限
ま
で
に
納
付
い
た
だ
い
て
い
ま

す
が
、
残
念
な
が
ら
一
部
の
み
な

さ
ん
は「
滞
納
」し
て
い
る
状
況
に

あ
り
ま
す
。

　
税
負
担
の
公
平
性
・
税
収
入
確

保
の
た
め
、
幸
手
市
を
始
め
と
す


